
第 ２ ６ 回 川 崎 カ ッ プ サ ッ カ ー 大 会 開 催 要 項  

 

 １ ． 主  催    特 定 非 営 利 活 動 法 人  川 崎 市 サ ッ カ ー 協 会  

 

 ２ ． 協  賛    プ ー マ ジ ャ パ ン 株 式 会 社  

 

 ３ ． 後  援    川 崎 市  

 

 ４ ． 主  管    特 定 非 営 利 活 動 法 人 川 崎 市 サ ッ カ ー 協 会  

                第 ３ 種 委 員 会 /第 ４ 種 委 員 会 /審 判 委 員 会 /技 術 委 員 会  

 

 ５ ． 期  日    ２ ０ １ ７ 年  ３ 月 １ ８ 日 （ 土 ） ・ １ ９ 日 （ 日 ）  

 

 ６ ． 会  場    等 々 力 第 陸 上 競 技 場   等 々 力 補 助 競 技 場    等 々 力 運 動 広 場  

         等 々 力 多 目 的 広 場    等 々 力 第 ２ サ ッ カ ー 場  

 

 ７ ． 対  象    ＜ 第 ４ 種 の 部 ＞  

          新 ６ 年 生 （ ２ ０ １ ７ 年 度 に ６ 年 生 に な る 児 童 ） 以 下 、 新 ５ 年 生 以 上  

          に よ り 構 成 さ れ た チ － ム 。  

         ＜ 第 ３ 種 の 部 ＞  

          新 ３ 年 生 （ ２ ０ １ ７ 年 度 に ３ 年 生 ） 以 下 に よ り 構 成 さ れ た チ － ム 。 

 

 ８ ． 競 技 規 定   日 本 サ ッ カ ー 協 会 『 ２ ０ １ ６ /２ ０ １ ７ 年 競 技 規 則 』 に よ る 。  

         た だ し  

          （ １ ） 試 合 時 間  少 年 の 部  ２ ０ 分  ハ － フ  

                  中 学 の 部  ３ ０ 分  ハ － フ  

          （ ２ ） 選 手 交 代  登 録 メ ン バ ー 範 囲 内 で 何 人 で も 可  

                  （ メ ン バ ー 表 の 提 出 無 し ）  

                  自 由 交 代 制 で 交 代 し た 選 手 も 再 出 場 可  

                  （ 但 し 時 間 か せ ぎ を 目 的 と し た 交 代 は し な い ）  

          （ ３ ） 使 用 球   少 年 の 部  プ ー マ  ４ 号 球  

                  中 学 の 部  プ ー マ  ５ 号 球  

          （ ４ ） そ の 他   少 年 の 部 は ポ イ ン ト 交 換 式 ス パ イ ク 不 可  

                  退 場 者 に つ い て は 次 の 試 合 に 出 ら れ な い  

 

 ９ ． 試 合 予 定   第 一 日 目   少 年 の 部  ３ チ － ム  ３ ブ ロ ッ ク に わ か れ 予 選 リ － グ  

               中 学 の 部  ３ チ － ム  ３ ブ ロ ッ ク に わ か れ 予 選 リ － グ  

 

         第 二 日 目   少 年 の 部  決 勝 リ － グ  ２ 位 リ － グ  ３ 位 リ － グ  

               中 学 の 部  決 勝 リ － グ  ２ 位 リ － グ  ３ 位 リ － グ  

 

※  試 合 当 日 の 開 催 可 否 に つ い て は 、川 崎 市 サ ッ カ ー 協 会 HPな ら び に 川 崎 市 サ ッ カ ー 協 会 F

ac e b o o kペ ー ジ に て お 知 ら せ い た し ま す の で 、 必 ず ご 確 認 下 さ い 。  ( P C 、 携 帯 、 ス

マ ホ か ら 確 認 可 ）  

※  第 一 日 目 が 雨 天 の 場 合 、雨 量 に よ り タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル 並 び に 大 会 レ

ギ ュ レ ー シ ョ ン が 変 更 と な り ま す 。  

   

  ◇ 順 位 決 め   ① 勝 ち 点 （ 勝 ち → ３  分 け → １  負 け → ０ ）  ② 得 失 点 差  

         ③ 総 得 点   ④ 対 戦 結 果   ⑤ 抽 選  

 

１ ０ ． 審  判    特 定 非 営 利 活 動 法 人  川 崎 市 サ ッ カ ー 協 会  審 判 委 員 会  


